
4No.881（2022年 3月号） No.881（2022年 3月号）TOPIC

　
「
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並

び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職

業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
」

（
以
下
、「
労
働
施
策
総
合
推
進
法
」

と
い
う
）の
改
正
法（
い
わ
ゆ
る「
パ

ワ
ハ
ラ
防
止
法
」）
が
令
和
２
年
６

月
に
施
行
さ
れ
、
い
よ
い
よ
本
年
４

月
１
日
か
ら
、
中
小
企
業
に
お
い
て

も
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
措
置

が
義
務
化
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
営

業
店
が
取
引
先
の
中
小
企
業
か
ら
相

談
を
受
け
た
場
合
を
想
定
し
て
、
義

務
化
ま
で
に
整
備
し
て
お
く
べ
き

「
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
措
置
10
項
目
」
と

「
望
ま
し
い
取
組
５
項
目
」、
ま
た
想

定
さ
れ
る
相
談
事
例
に
つ
い
て
解
説

す
る
。

一
　
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
措
置
10
項
目

　
令
和
２
年
６
月
の
改
正
労
働
施
策

総
合
推
進
法
の
施
行
に
よ
り
、
中
小

事
業
主
を
除
く
大
企
業
に
お
い
て
、

職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
に
つ
い
て
防
止
措
置
を
講
じ
る
こ

と
（
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
措
置
）
が
法
的

義
務
と
な
っ
た
（
図
表
１
）。
一
方
、

中
小
事
業
主
（
図
表
２
）
に
お
い
て

は
義
務
化
ま
で
に
経
過
措
置
が
設
け

ら
れ
て
お
り
、
本
年
４
月
１
日
か
ら

義
務
化
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
努

力
義
務
と
な
っ
て
い
る
。

　
事
業
主
に
求
め
ら
れ
る
パ
ワ
ハ
ラ

防
止
措
置
は
多
岐
に
わ
た
り
、ま
た
、

違
反
し
た
場
合
の
罰
則
は
定
め
ら
れ

て
い
な
い
も
の
の
、行
政
上
の
指
導
、

勧
告
、公
表
の
対
象
と
な
る
た
め（
労

働
施
策
総
合
推
進
法
33
条
）、
中
小

事
業
主
に
と
っ
て
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
措

置
の
整
備
は
重
大
な
関
心
事
で
あ

る
。
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
措
置
の
整
備
が

い
ま
だ
進
ん
で
い
な
い
取
引
先
中
小

企
業
、
あ
る
い
は
、
整
備
は
一
応
終

え
て
い
る
が
そ
の
運
用
に
不
安
の
あ

る
取
引
先
中
小
企
業
か
ら
の
相
談
に

対
応
で
き
る
よ
う
に
、
営
業
店
と
し

て
も
、
今
一
度
、
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
措

置
の
内
容
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。

　
義
務
化
の
対
象
と
な
る
パ
ワ
ハ
ラ

防
止
措
置
は
、
厚
生
労
働
省
の
「
事

業
主
が
職
場
に
お
け
る
優
越
的
な
関

係
を
背
景
と
し
た
言
動
に
起
因
す
る

問
題
に
関
し
て
雇
用
管
理
上
講
ず
べ

き
措
置
等
に
つ
い
て
の
指
針
」（
令

和
２
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
５
号
、

以
下
、「
指
針
」
と
い
う
。
労
働
施

策
総
合
推
進
法
30
条
の
２
参
照
）
に

詳
し
く
定
め
ら
れ
て
お
り
、
全
部
で

10
項
目
が
挙
げ
ら
れ
る
（
図
表
３
）。

後
記
に
お
い
て
こ
の
10
項
目
を
順
番

に
み
て
い
き
た
い
。
な
お
、
紙
幅
が

限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
指
針
の
文
言

に
つ
い
て
は
筆
者
が
適
宜
要
約
等
し

て
記
載
し
て
い
る
。

⑴ 　
職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ハ
ラ
の
内

容
・
パ
ワ
ハ
ラ
を
行
っ
て
は
な
ら

な
い
旨
の
方
針
を
明
確
化
し
、
労

働
者
に
周
知・啓
発
す
る
こ
と（
図

表
３
①
）

　
事
業
主
の
方
針
の
明
確
化
と
、
管

理
監
督
者
を
含
む
労
働
者
へ
の
周

日
本
橋
江
川
法
律
事
務
所 

代
表
弁
護
士
　
江
川 

　
淳

新
年
度
直
前

新
年
度
直
前
‼‼

営
業
店
職
員
の
た
め
の

営
業
店
職
員
の
た
め
のハラ

ス
メ
ン
ト
対
策
講
座

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
講
座

　
　

①　

中
小
企
業
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
措
置

　
　

①　

中
小
企
業
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
措
置

〜
義
務
化
直
前
対
策
〜

〜
義
務
化
直
前
対
策
〜

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
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２
０
２
０
年
６
月
に
「
事
業
主
が

職
場
に
お
け
る
優
越
的
な
関
係
を
背

景
と
し
た
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に

関
し
て
雇
用
管
理
上
講
ず
べ
き
措
置

等
に
つ
い
て
の
指
針
」（
令
和
２
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
５
号
）
が
施
行

さ
れ
た
。
同
指
針
の
中
の
「
７　
事

業
主
が
他
の
事
業
主
の
雇
用
す
る
労

働
者
等
か
ら
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
や
顧
客
等
か
ら
の
著
し
い
迷
惑
行

為
に
関
し
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
取

組
の
内
容
」
は
、
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
内
容
と
な
っ
て

い
る
（
以
下
、
同
内
容
を
「
カ
ス
ハ

ラ
指
針
」
と
い
う
）。

　
カ
ス
ハ
ラ
指
針
に
お
い
て
は
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
こ
と
お
よ
び

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
対
応
す
る
こ

と
が
有
効
で
あ
る
旨
記
載
さ
れ
て
い

る
が
、
肝
心
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
内
容

に
つ
い
て
は
一
切
記
載
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
、
厚
生
労
働
省
は
、
２

０
２
１
年
度
、
カ
ス
ハ
ラ
対
応
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
を
進
め
て
い
る
。

同
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
は
、
厚
生

労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
あ
る

「
顧
客
等
か
ら
の
著
し
い
迷
惑
行
為

の
防
止
対
策
の
推
進
に
係
る
関
係
省

庁
連
携
会
議
」
の
第
４
回
会
議
（
令

和
４
年
２
月
１
日
開
催
）の
資
料
に
、

「
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

企
業
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
案
）」
が
公
開

さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
厚
生
労
働
省
が
公
開

し
て
い
る
「
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
対
策
企
業
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
案
）」

の
方
向
性
な
ら
び
に
金
融
業
界
の
カ

ス
ハ
ラ
マ
ニ
ュ
ア
ル
策
定
の
必
要
性

等
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

一 

　
厚
生
労
働
省
策
定
の
カ
ス

ハ
ラ
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
案
）
の

方
向
性

１　
カ
ス
ハ
ラ
マ
ニ
ュ
ア
ル（
案
）

　
本
稿
執
筆
時
点
で
は
ま
だ
（
案
）

の
段
階
で
は
あ
る
が
、
概
ね
、
厚
労

省
策
定
の
カ
ス
ハ
ラ
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

方
向
性
が
見
え
て
き
た
。
カ
ス
ハ
ラ

マ
ニ
ュ
ア
ル
（
案
）
は
48
頁
も
あ
る

た
め
、
こ
こ
で
す
べ
て
を
記
載
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
目
次
の
大
見

出
し
の
み
を
記
載
す
る
と
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に

１
． 

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
発

生
状
況

２
．
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は

３
． 

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

の
必
要
性

４
． 

企
業
が
具
体
的
に
取
り
組
む
べ
き

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

５
． 

企
業
の
取
組
の
き
っ
か
け
、メ
リ
ッ

ト
、
運
用
に
つ
い
て

お
わ
り
に

付
録
（
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対

香
川
総
合
法
律
事
務
所 

弁
護
士
　
香
川 

希
理
・
島
岡 

真
弓
・
上
田 

陽
太

新
年
度
直
前

新
年
度
直
前
‼‼

営
業
店
職
員
の
た
め
の

営
業
店
職
員
の
た
め
のハラ

ス
メ
ン
ト
対
策
講
座

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
講
座

　
　
②
　
厚
労
省
カ
ス
ハ
ラ
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
案
）
の

　
　
②
　
厚
労
省
カ
ス
ハ
ラ
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
案
）
の

方
向
性
か
ら
み
る
カ
ス
ハ
ラ
対
応

方
向
性
か
ら
み
る
カ
ス
ハ
ラ
対
応

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ



18No.881（2022年 3月号）今月の解説①

　
は
じ
め
に

　
今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
は
、
経
済
的
な

シ
ョ
ッ
ク
の
規
模
と
い
う
観
点
で
見

れ
ば
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
と
同
程
度

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

本
稿
で
は
ま
ず
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

後
の
経
験
か
ら
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
を

予
測
す
る
。

　
次
に
コ
ロ
ナ
禍
で
は
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
と
は
影
響
を
被
っ
た
業
種

が
明
ら
か
に
違
う
こ
と
、
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
に
よ
り
人
の
動
き
が
止
ま
る

こ
と
で
売
上
が
消
失
す
る
業
種
が
出

る
一
方
、
一
人
10
万
円
の
給
付
金
や

持
続
化
補
助
金
、雇
用
調
整
助
成
金
、

ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資
な
ど
の
国
策
で
資
金

が
確
保
さ
れ
倒
産
が
回
避
さ
れ
て
い

る
特
徴
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
国
策
と
密
着
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の

債
権
管
理
を
直
近
の
金
融
庁
の
見
解

か
ら
キ
ー
ワ
ー
ド
を
抜
き
出
し
て
、

そ
の
要
点
を
現
場
の
視
点
を
交
え
つ

つ
考
察
す
る
。

一 　
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後

の
経
験
か
ら
ア
フ
タ
ー
コ

ロ
ナ
を
予
測
す
る

　
一
般
の
金
融
機
関
が
取
り
扱
う
コ

ロ
ナ
対
応
融
資
の
ほ
と
ん
ど
は
、
信

用
保
証
協
会
の
保
証
付
き
で
あ
る
。

信
用
保
証
協
会
は
、
中
小
企
業
・
小

規
模
事
業
者
に
と
っ
て
保
証
人
の
立

場
で
あ
り
、
金
融
機
関
か
ら
の
借
入

れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
公
的
機
関
と
し

て
、
今
で
は
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
、

コ
ロ
ナ
禍
な
ど
特
に
有
事
の
時
に
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
そ
の
保
証
債
務
残
高
は
、
リ
ー
マ

ン
シ
ョ
ッ
ク
発
生
後
の
平
成
21
年
度

は
、
35
・
９
兆
円
だ
っ
た
が
、
令
和

元
年
度
は
20
・
８
兆
円
ま
で
返
済
が

進
み
落
ち
込
ん
だ
。
金
融
円
滑
化
法

は
平
成
21
年
12
月
か
ら
平
成
25
年
３

月
ま
で
続
い
た
が
、
そ
う
し
た
条
件

変
更
に
よ
る
返
済
猶
予
が
続
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ク
ロ
的
に
見
れ

ば
約
15
兆
円
の
回
収
が
進
ん
だ
の
で

あ
る
。
平
成
23
年
度
か
ら
令
和
元
年

度
ま
で
の
代
位
弁
済
総
額
が
約
４
兆

７
千
億
円
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
加
味

し
て
も
約
10
兆
円
は
返
済
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
保
証

債
務
残
高
は
令
和
３
年
５
月
に
は

43
・
３
兆
円
と
ピ
ー
ク
に
な
り
、
直

近
の
令
和
３
年
11
月
は
42
・
３
兆
円

と
な
っ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り

約
21
・
５
兆
円
が
積
み
上
が
っ
た
計

算
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
に

お
い
て
は
先
が
見
通
せ
な
か
っ
た
た

め
予
防
的
に
借
り
入
れ
た
優
良
企
業

も
多
い
。
ま
た
コ
ロ
ナ
波
の
狭
間
に

あ
っ
た
一
昨
年
、
昨
年
の
10
月
か
ら

12
月
の
試
算
表
で
は
、
そ
の
売
上
高

が
７
〜
８
割
程
度
に
ま
で
回
復
し
て

い
る
コ
ロ
ナ
で
影
響
を
受
け
た
企
業

も
多
か
っ
た
。
コ
ロ
ナ
が
収
ま
れ
ば

急
速
に
経
済
が
回
復
す
る
の
が
今
回

の
特
徴
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

二 　
ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資
の
二
極

化

　
筆
者
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
先
の
会
計

事
務
所
の
顧
客
に
対
す
る
資
金
繰
り

相
談
に
も
乗
っ
て
い
る
が
、
ゼ
ロ
ゼ

ロ
融
資
を
借
り
た
先
は
二
極
化
し
て

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
ス
タ
イ
リ
ス
ト
・
行
政
書
士
　
黒
木 

正
人

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
に
お
け
る
債
権
管
理
・
回
収
の
要
点
（
上
）

　‒
‒

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
債
権
管
理

今
月
の
解
説
①

今
月
の
解
説
①
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「
公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
」（
注
１
）（
令
和
２

年
法
律
第
51
号
、
以
下
、「
改
正
法
」

と
い
い
、
同
改
正
に
基
づ
く
同
法
の

規
定
を
「
改
正
〇
条
」
と
い
う
）
が

令
和
４
年
６
月
１
日
よ
り
施
行
さ
れ

る
。

　
本
論
稿
に
お
い
て
は
改
正
法
に
つ

い
て
解
説
す
る
と
と
も
に
、
金
融
機

関
に
お
け
る
内
部
通
報
制
度
の
実
効

性
を
高
め
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ

い
て
解
説
す
る
。

一
　
改
正
法
の
内
容

１　

法
改
正
の
経
緯

　
平
成
16
年
の
公
益
通
報
者
保
護
法

（
以
下
、「
法
」
と
い
う
）
の
制
定
後

も
、
事
業
者
に
お
い
て
、
長
期
間
に

わ
た
っ
て
法
令
違
反
行
為
が
行
わ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
切
な
通
報

が
な
さ
れ
な
か
っ
た
結
果
、
大
き
な

問
題
が
生
じ
た
事
例
が
み
ら
れ
る
な

ど
、
法
が
期
待
さ
れ
た
役
割
を
十
分

に
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。金
融
機
関
に
つ
い
て
は
、

平
成
26
年
に
起
き
た
大
手
銀
行
に
お

け
る
提
携
ロ
ー
ン
に
関
す
る
不
正
融

資
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
平
成
30
年
12
月
に
消
費
者
委
員
会

が
取
り
ま
と
め
た
「
公
益
通
報
者
保

護
専
門
調
査
会
報
告
書
」（
注
２
）

を
受
け
て
、
令
和
２
年
の
通
常
国
会

に
お
い
て
改
正
法
が
成
立
し
た
。

２ 　

事
業
者
が
と
る
べ
き
措
置

（
改
正
11
条
）

　
常
時
使
用
す
る
労
働
者
数
が
３
０

０
人
を
超
え
る
事
業
者
は
、「
公
益

通
報
対
応
業
務
従
事
者
を
設
置
す
る

（
改
正
11
条
１
項
）
と
と
も
に
、
内

部
公
益
通
報
対
応
体
制
の
整
備
そ
の

他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
同
条
２
項
）（
以
下
、

こ
れ
ら
の
措
置
を
併
せ
て
「
事
業
者

が
と
る
べ
き
措
置
」
と
い
う
）。
常

時
使
用
す
る
労
働
者
数
が
３
０
０
人

以
下
の
事
業
者
（
以
下
、「
中
小
事

業
者
」
と
い
う
）
は
こ
れ
ら
の
措
置

に
つ
い
て
努
力
義
務
を
負
う
（
同
条

３
項
）。

　
事
業
者
の
と
る
べ
き
措
置
に
つ
い

て
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
内
閣

総
理
大
臣
か
ら
権
限
の
委
任
を
受
け

た
消
費
者
庁
長
官
は
、
事
業
者
が
と

る
べ
き
措
置
の
規
定
の
施
行
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
者

（
中
小
事
業
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
）

に
対
し
て
、
報
告
を
求
め
、
ま
た
は

助
言
、
指
導
も
し
く
は
勧
告
を
す
る

こ
と
が
で
き
る（
改
正
15
条
、19
条
）。

　
ま
た
、
消
費
者
庁
長
官
は
、
事
業

者
が
と
る
べ
き
措
置
に
違
反
し
て
い

る
事
業
者
に
対
し
、
勧
告
を
し
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
に
従
わ
な

い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
改
正
16
条
）。

　
消
費
者
庁
長
官
は
、
消
費
者
委
員

会
の
意
見
を
聴
い
て
、
事
業
者
が
と

る
べ
き
措
置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切

内
部
通
報
制
度
実
効
性
向
上
の
た
め
の
重
要
ポ
イ
ン
ト

〜
改
正
公
益
通
報
者
保
護
法
を
踏
ま
え
て
〜

今
月
の
解
説
②

弁
護
士
法
人 

三
宅
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

渡
邉 

雅
之
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は
じ
め
に

　
こ
れ
ま
で
の
人
材
育
成
の
や
り
か

た
の
延
長
に
、
金
融
の
未
来
は
な
い

　
こ
れ
か
ら
連
載
を
始
め
る
に
あ
た

り
、
最
初
に
は
っ
き
り
と
お
伝
え
し

て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
私
は
「
日
本
の
金
融
機
関
の
こ

れ
ま
で
の
人
材
育
成
の
や
り
か
た
の

延
長
に
、
金
融
の
未
来
は
な
い
」
と

考
え
て
い
る
。

　
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
や
Ｓ
Ｘ
（
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
な
ど
の
不
可

逆
の
地
殻
変
動
の
よ
う
な
構
造
変
化

を
と
ら
え
て
金
融
業
界
を
眺
め
た
と

き
、
金
融
機
関
の
あ
り
よ
う
、
つ
ま

り
「
存
在
意
義
」
は
こ
れ
か
ら
再
定

義
さ
れ
る
。
金
融
機
関
が
「
人
」
を

最
大
の
資
産
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
業
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
同
時
に
そ
こ
で
働

く
人
の
存
在
意
義
も
再
定
義
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
の
金

融
機
関
の
人
材
育
成
で
重
要
と
な
っ

て
く
る
の
は
、
再
定
義
さ
れ
る
金
融

へ
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
ム
を
促
し
て

い
く
存
在
で
あ
り
、
既
存
の
枠
組
み

の
な
か
で
の
能
力
開
発
に
や
っ
き
に

な
る
こ
と
は
、
短
期
的
に
効
果
を
発

揮
す
る
と
し
て
も
賞
味
期
限
は
短

く
、
時
に
は
変
革
を
阻
害
す
る
副
作

用
さ
え
生
み
出
し
か
ね
な
い
。

　
例
え
ば
、「
目
利
き
」と
称
さ
れ
る

事
業
性
評
価
や
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

能
力
の
強
化
は
こ
こ
数
年
来
、金
融

機
関
の
人
材
育
成
の
主
要
テ
ー
マ
で

あ
っ
た
。そ
こ
で
、
金
融
機
関
は
業

界
知
識
や
様
々
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

を
駆
使
し
て
そ
の
能
力
を
高
め
て
い

く
人
材
育
成
に
注
力
し
て
い
る
が
、

そ
こ
で
学
ぶ
こ
と
の
多
く
は
10
年
後

に
は
使
い
物
に
な
ら
な
い
。金
融
機

関
が
得
意
と
し
て
き
た
専
門
家
と
し

て
の
知
識
や
情
報
は
、
情
報
化
の
進

展
に
よ
り
誰
も
が
低
コ
ス
ト
、ま
た

は
無
料
で
手
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
対
価
を
得
ら
れ
る
ほ
ど
の
価
値

は
生
み
出
さ
な
い
。す
で
に
、金
融
機

関
な
ど
の
専
門
領
域
で
あ
っ
た
Ｍ
＆

Ａ
の
手
数
料
は
低
価
格
化
と
コ
モ

デ
ィ
テ
ィ
化
が
進
ん
で
い
る
。融
資

審
査
な
ど
で
重
宝
さ
れ
て
き
た「
目

利
き
力
」と
い
わ
れ
る
能
力
は
、Ａ
Ｉ

や
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
に
役
割
を
譲
り
つ

つ
あ
り
、ま
た
、加
速
度
的
に
進
む
顧

客
で
あ
る
企
業
や
個
人
の
ビ
ジ
ネ
ス

モ
デ
ル
の
変
容
に
追
い
つ
く
こ
と
が

で
き
な
い
。例
え
ば
、Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ

ｅ
ｒ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
力
に
対
し

て「
目
利
き
」が
で
き
る
金
融
機
関
職

員
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
、連
鎖

的
に
起
き
て
い
く
。

　
つ
ま
り
、
再
定
義
さ
れ
る
金
融
の

世
界
で
、
こ
れ
ま
で
の
枠
組
み
で
育

成
し
よ
う
と
し
て
き
た「
専
門
知
識
」

で
は
価
値
は
生
み
出
せ
な
く
な
っ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。

一 　

人
の
成
長
に
は
、
水
平

方
向
と
垂
直
方
向
が
あ
る

　
人
材
育
成
と
い
う
視
点
に
た
っ
た

と
き
、
多
く
の
金
融
機
関
が
意
識
し

て
い
な
い
「
盲
点
」
が
あ
る
。
そ
れ

は
人
の
成
長
と
は
、「
知
識・ス
キ
ル
」

が
伸
び
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
人
は
何
歳
に
な
っ
て
も
成
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
成
人
発
達
理
論
を
唱
え
て
い

る
組
織
心
理
学
者
の
ロ
バ
ー
ト
・

キ
ー
ガ
ン
は
、
人
の
成
長
に
は
ヨ
コ

方
向
の
「
水
平
的
成
長
」
と
タ
テ
方

向
の
「
垂
直
的
成
長
」
が
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
。

　
水
平
方
向
で
の
成
長
と
は
主
に

「
知
識
・
ス
キ
ル
」
が
向
上
し
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。
金
融
機
関
の
職
員

は
新
人
の
頃
は
何
の
知
識
も
な
か
っ

第１回　これまでの人材育成のやりかたの延長に、
　　　　金融の未来はない
第１回　これまでの人材育成のやりかたの延長に、
　　　　金融の未来はない
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「再定義」される金融機関の「再定義」される金融機関の


